
平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金交付要綱 

（目的等） 

第１条 この要綱は、令和４年３月に本市が行ったゼロカーボンシティ宣言に基づき、

脱炭素社会に向けて令和３２年までに二酸化炭素排出実質ゼロを実現することを目

指すため、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）を普及し、地球温暖化対策

に寄与することを目的とする。 

２ 平塚市内においてＺＥＨを導入した者に対し、予算の範囲内で平塚市ゼロエネル

ギーハウス導入補助金（以下「補助金」という。）を交付することについては、補助

金等の交付に関する規則（昭和５４年規則第４号）に定めがあるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）  ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 住宅のく体の断熱性能の向上、

設備の省エネルギー性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間の

空調（暖房・冷房）、給湯、換気及び照明設備に係る１次エネルギー消費量（家

電等に係る１次エネルギー消費量を除く。）がネット（正味）でゼロとなること

を目指した住宅をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、平塚市

内に建築されるＺＥＨとする。なお、令和５年７月１日以降に基礎工事より後の

行程の工事に着手する住宅を対象とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、補

助対象住宅の建築等をする事業（以下「補助対象事業」という。）を行う者であって、

かつ、次に掲げる要件に該当するものとする。 

（１） 補助金の交付申請時に、ＢＥＬＳ評価書（建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律（平成２７年法律第５３号）第７条に基づく省エネ性能表示のガ

イドラインの第三者認証制度）の写しの添付 



（２） 補助金の交付申請時に、市税を滞納していないこと。 

（３） 補助金の交付申請を行う年度内に、当該補助対象事業が完了していること。 

２ 前項第３号に規定する補助対象事業の完了とは、当該建設物が完成し、補助対象

者に引き渡した日とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で、ＺＥＨ１件につき２００，０００円とする。 

（交付申請等） 

第６条 補助金の交付申請を行う者（以下「申請者」という。）は、補助対象事業の着

手前に、平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金交付申請に係る事前着手届（第１

－１号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 補助金申請者が平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金交付申請書（第１－２号

様式）に次の（１）～（４）の書類を添え、市長に提出するものとする。この事前着

手届及び交付申請書の届出は、補助金の交付決定を確約するものではない。 

（１） ＢＥＬＳ評価書の写し 

（２） 工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し 

（３） 市税の納入状況確認同意書 

（４） その他市長が必要と認める書類 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請を行うに当たって、消費税及び

地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当

額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額

として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める

補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければ

ならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

（交付決定の通知等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による補助金の交付申請があったときは、その内

容を審査し、補助金交付の可否について、平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金



交付・不交付決定通知書（第５号様式）により、申請者に対して通知するものとす

る。 

（補助対象事業の変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交

付決定を受けた後において、当該補助金に係る申請内容を変更し、又は補助対象事

業を廃止しようとするときは、速やかに平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金事

業計画変更等申請書（第３号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による事業計画変更等申請書の提出があった場合には、その

補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容

若しくはこれに付した条件を変更したときは、平塚市ゼロエネルギーハウス導入補

助金変更決定通知書（第４号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は、平塚市環境共生モデル住宅

導入補助金実績報告書（第５号様式）に次の掲げる書類等を添えて、速やかに市長に

提出するものとする。 

（１）  補助対象住宅の引き渡しが分かる書類 

（２） 補助対象住宅に係る費用を支払ったことが分かる書類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の請求） 

第１０条 補助事業者は、前条の規定による報告を行った後において、平塚市ゼロエ

ネルギーハウス導入補助金交付請求書（第６号様式）により、市長に対して補助金を

請求することができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、速やかに補助

金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助金の交付決定後に申請者が次の各号のいずれかに該当するこ

とが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。 



（１）  偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）  補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）  補助対象事業を廃止したとき。 

（４）  この要綱その他法令等の規定に違反したとき。 

（５）  市長の指示に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助金の交付後においても適用するものとし、当該補助金の交付

決定を取り消したときは、平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金交付決定取消通

知書（第７号様式）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に

対し期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（財産処分の制限） 

第１３条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した当該住宅に

ついて、取得した時点から１０年間は所得財産を処分しないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、財産処分制限期間に当該処分を制限された取得財産を

処分しようとするときは、あらかじめ平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金財産

処分届出書（第８号様式）を市長に提出するものとする。 

（財産処分制限期間内の補助金の返還） 

第１４条 補助事業者は、財産処分制限期間に、当該処分を制限された取得財産を処

分することにより補助対象住宅のＺＥＨとしての効果が継続されなくなった場合で

あって、かつ、市長から請求があったときは、既に交付された補助金の全部又は一部

を返還するものとする。 

（協力） 

第１５条 補助事業者は、地球温暖化対策又はエネルギー政策のため、当該住宅のエ

ネルギー使用量の報告等を求められたときは、積極的に協力するものとする。 

２ 補助事業者は、平塚市が行う環境に関する施策への協力に努めるものとする。 

（補助対象からの排除） 

第１６条 市長は、平塚市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第８条に規定する



必要な措置として、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者と

しないものとする。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき。 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団であるとき。 

２ 市長は、補助事業者が前項各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付され

ているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

３ 市長は、必要に応じて、申請者又は補助事業者が第１項各号のいずれかに該当す

るか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する

年度以前の年度の予算に係る補助金については、同日後もなおその効力を有する。 

 


